






















適時開示体制の概要 

 

当社の会社情報の適時開示に係る社内体制は、下記のとおりです。 

 

当社の会社情報は、情報取扱責任者に伝達され、適時開示規則に照らし、開示の要否を判断

し、開示が必要と判断された場合には、TDnet を通じて開示しております。 

 

１ 決定事実に関する情報 

  当社の職務執行期間である「取締役会」及び「常務会」での決定事項は、情報取扱責任

者に伝達されます。 

 

２ 発生事実に関する情報 

  重要事実が発生した場合には、速やかに社内各部署から情報取扱責任者に伝達されま

す。 

 

３ 決算に関する情報 

  決算に関する情報は、経理部において取りまとめ、情報取扱責任者に報告され「取締役

会」または「常務会」での承認後、速やかに開示を行います。 
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